
 

 

 

背景 

国土利用計画市町村計画は、国土利用計画法第２条に定められた基本理念に即して、同法

第８条の規定に基づき市町村の区域について定める国土の利用に関する計画であり、農業振

興地域整備計画や都市計画等の変更・策定に際して、その基礎的枠組みを規定する市町村土

地利用に関する行政の総合的指針（マスタープラン）となるものです。 

国においては、第三次国土利用計画（全国計画）が平成８年２月に閣議決定され、高齢化・

少子化に対応して人口増勢の鈍化を見込み、都市化の速度を緩めるものと見る一方で、５％

の農地の減少を容認しています。さらに、兵庫県南部地震を契機とした地震対策等国土の安

全性の確保や、地球環境問題の顕在化により自然環境の保全と創造、国土資源の管理などの

課題に対応する計画となっています。また、平成 17年 2月には、国土利用計画研究会の「今

後の国土利用の在り方に関する検討状況」において、“安全性、持続可能性、美しさ・ゆとり

の追求”“人口減少に対応する、国際的視野を持った国土利用計画”“長期的視野に基づく構

想提示機能の充実”といった国土利用の変化に即した計画づくりを示しています。 

今後は、こうした動向を踏まえるとともに、計画の管理、運用、関係機関・住民との合意

形成、さらに多くの市町村が合併により新市・町としてスタートしており、将来を見据えた

国土利用計画市町村計画の策定・改定が急務となっています。 
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人口減少に対応
する、国際的視
野を持った計画
づくり 

安全性、持続
可能性、美し
さ・ゆとりの
まちづくり 

国土利用計画策定 
３つの視点

長期的視野に
基づく構想提
示機能の充実
した計画づく
り 

視点１ 

視点３視点２ 
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ステップ 

本計画策定は、原則としておよそ１年をかけ、「参画型の計画づくり」を基本に、住民・職員

の積極的参画のもとに国土利用計画としてとりまとめていきます。計画策定の基本的なステッ

プとその内容は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ４ 

ステップ３ 

ステップ５ 

ステップ２ 

ステップ１ 

■基礎調査と分析の実施 

○基礎データ、資料の収集・分析 

○住民アンケート調査の実施 

○関係各課ヒアリングの実施 

○関連計画の把握 

○土地利用の分析 

○都市の問題点及び課題の整理、将来土地利用方針素案の策定

■基本構想素案の策定 

○土地利用の基本方針 

○利用区分別の基本方針 

■市・町・村土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及び

その地域別概要素案の策定 

○市・町・村土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標の策

定 

○規模の目標についての地域別概要の策定 

■目標を達成するために必要な措置の概要素案の策定 

○土地利用関係法等の適切な運用 

○地域整備施策の推進 

○土地利用に係わる環境の保全及び安全の確保 

○土地利用の転換の適正化 

○土地の有効利用の推進 

○市・町・村土に関する調査の実施 

■計画全体の補修正作業の実施と計画図書の作成支援 

○国土利用計画案に関するパブリックコメント（インターネッ

ト等を活用した住民意見の聴取）の実施支援 

○国土利用計画案全体の補修正作業の実施 

○計画図書の作製支援
国土利用計画の作成 
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